第１条　従業員が退職したときは、この規定により退職金を支給する。

２　前項の退職金の支給は、販売店が各従業員について一般社団法人 電器販売店従業員退職金共済会（以下「共済会」という。）との間に退職金共済契約を締結することによって行うものとする。

第２条　新たに雇い入れた従業員については見習期間を経過し、本採用となった月に前条の契約に追加加入の資格を得るものとする。

第３条　退職金共済契約は、従業員ごとに、その基本給の額に応じ別表に定める掛金月額によって締結し、毎年○月掛金を調整する。

第４条　退職金の額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ一般社団法人 電器販売店従業員退職金共済会 共済規程に定められた額とする。


第５条　この規定の実施前から在職している従業員の退職金は、その者の採用月に電器販売店従業員退職金共済制度に加入し、第３条の規定による掛金を払い込んだものと仮定して計算した額をその者の退職金額とし、共済会から支給される退職金額との差額を販売店が支給する。
第６条　従業員が懲戒解雇を受けた場合には、共済会に退職金の減額を申し出ることがある。

第７条　この規定による退職金は本人に支給するものとし、本人が死亡した場合には、一般社団法人 電器販売店従業員退職金共済会 共済規程の定めるところにより遺族に支給する。

第８条　この規定は、関係諸法規の改正および社会事情の変化などにより必要がある場合には、従業員の意見を聞いて改廃することができる。

附　　　　　則

　この規定は、令和○年○月○日から実施する。
別表　掛金月額表

	基本給月額
	掛金月額

	  90,000～119,999円の者
	  5,000円

	120,000～149,999円の者
	  6,000円

	150,000～199,999円の者
	  8,000円

	200,000～249,999円の者
	10,000円

	　　　  250,000円以上の者
	12,000円
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